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【問合先】　企画監理課　☎38-5061

　10月２日（木）、高円宮妃久子さま

は、寺本町長と丸山議長がお出迎え

する中、国民スポーツ大会地方事情

御視察として甲良養護学校をご訪問さ

れました。

　 校 内 の 調 理 室 で は 、 高 等 部 ２ ，

３年生の食品加工班の生徒４名が、甲良町名産の柚子を使った柚子ジャムと

柚子ケーキ作りを実演し、町民の皆さんと力を合わせて収穫していることや

苦労した点などを緊張しながらもていねいに説明しました。

　久子様は、「ゆずのビタミンＣはお肌に良いですね。」「焼き加減もちょうど

良くて美味しいです。」と優しくお声をかけられ、生徒からの「普段は何を

食べていますか？」との質問に「好き嫌いが無く何でも食べますよ。ついつい

沢山食べてしまうので、食べ過ぎには注意しています。」とお答えになる

など、生徒たちと一緒に試食しながら笑顔で歓談されました。

高円宮妃久子さまが甲良養護学校をご訪問されました
たかまどのみや　ひ　ひさ　こ
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【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

　山田さん（左）、鋒山さん（中）、川村さん

（右）、羽根田さん（前）の４名は、湖国VBC

の一員として県大会で上位に進出され、８月に

神戸市で開催された「第17回近畿U-14クラブ

バレーボール大会」に出場されました。

　男子チームは、３位となり、女子チームも

健闘されました。

　大会後に教育長を訪問され、教育長から今後

の活躍を祈念して激励の言葉が贈られました。

　皆さまの今後のご活躍をお祈り申し上げます。

　砂川さんは、夏季総合体育大会県大会で

日頃の練習の成果を発揮し見事、個人優勝を

され、８月に草津市で開催された「第74回

近畿中学校総合体育大会」に出場されました。

　近畿大会でも熱戦を繰り広げられました。

　大会後に教育長を訪問され、教育長から

今後の活躍を祈念して激励の言葉が贈られま

した。

　砂川さんの今後のご活躍をお祈り申し上げ

ます。

山田　悠人さん・鋒山　挺将さん
川村　心絆さん・羽根田　大歩さん

　ゆう　と　　　　　　　　　　　　なおゆき

ここ　な　　　　　　　　　　　　　　たい　と

甲良中学校３年　砂川　天祐さん
てんすけ

祝　第74回近畿中学校総合体育大会（卓球）　出場︕

祝　第17回近畿U-14クラブバレーボール大会　出場︕
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

【問合先】　守山免許センター　☎077-585-1255

米原免許センター　☎0749-52-5070

【問合先】　彦根年金事務所　☎23-1112

住民人権課　　　☎38-5063

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら高齢期の生活設計に

思いを巡らしていただく日」として、11 月30 日（いいみらい）を「年金の日」としています。

　この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し将来の生活設計につ

いて考えてみませんか。

　「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認でき

るほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもで

きます。

　また、マイナポータルと連携することで、国民年金保険料の口座振替申出等の電子申請や確定

申告で利用可能な控除証明書等の電子データの取得ができます。

　ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

○日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）

　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

マイナンバーカードの手続きには電話での事前予約が必要です。

・マイナンバーカード交付（住民人権課から交付通知書が届いた方）

・暗証番号の更新手続き（地方公共団体情報システム機構から電子証明書の有効期限通知書が届いた方）

予  約  日  時：開庁日（平日）9：00～16：30（予約時間30分ごと）の間でご予約ください。

予約電話番号：0749-38-5063　担当課：住民人権課

予約受付時間：8：30～17：15（開庁日のみ）

※先着順となりますので、お早めにご予約をお願いします。

※受付締切は、前日までになります。

マイナンバーカード手続きの事前予約制のご案内

【11月30日（いいみらい）は「年金の日」です。】
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するお問い合わせは下記へご連絡ください。

　日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象の方に送付されます。

お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。　　

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子データの送付も行って

います。郵送よりも早く受け取ることができます。

　マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナ

ポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることができます（電子送付希望の登録を行うと、

登録後は書面の郵送が停止されます）。

令和７年１月１日から令和７年

９月30日までの間に国民年金

保険料を納付した方

令和７年10月１日から令和７年

12月31日までの間に国民年金

保険料を納付した方

（①の対象者は除きます。）

令和７年10月中旬から下旬にかけて順次

令和７年10月下旬から11月上旬にかけて順次

（１）「控除証明書相談チャット（24時間対応）」

　（https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/chatbot.html）

　お問い合わせに対話形式で24時間自動対応するチャットボットを開設しています。

　「相談チャット総合窓口」へアクセスし、「控除証明書」を選択してください。

　令和７年分への更新は令和７年10月上旬に行う予定です。

（２）「日本年金機構ホームページ」（https://www.nenkin.go.jp/）

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の概要、よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）等を

掲載しています。

令和７年分への更新は令和７年10月上旬に行う予定です。

（３）「ねんきん加入者ダイヤル」

●電話番号

（ナビダイヤル）0570-003-004

050から始まる電話の場合は、（東京）03-6630-2525

●受付時間

・月～金曜日　午前８：30～午後７：00

・第２土曜日　午前９：30～午後４：00

※土日・祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。

日本年金機構

送付方法 送　付　時　期対　　象　　者

①

②

電子送付

郵　　送

電子送付

郵　　送

令和８年１月下旬から順次

令和８年２月上旬

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です︕

5
広報 こうら 2025 November 11



【問合先】　滋賀県健康医療福祉部健康しが推進課　☎077-528-3655

【問合先】　保健福祉課　保健係　☎38-3314

【問合先】　保健福祉課　保健係　☎38−3314

　下記により標記の健康診断を実施しますので、受診を希望される方は、最寄りの保健所まで、お問い合わせ

ください。なお、希望者が多数の場合は、受診をご遠慮願う場合もあります。

○対象者

　被爆者健康手帳を所有する父または母（死没者を

含む）の実子であり、かつ父または母の被爆以後に

出生した方で、被爆者健康手帳を有しない方

○実施期間（予定）

　令和８年１月５日（月）から令和８年３月10日（火）まで

　※ただし、原則として平日

○申し込み期間

　令和７年11月４日（火）から令和７年11月28日（金）まで

○費用

　健康診断に要する費用は無料です。

　ただし、精密検査費用および交通費は必要となります。

○申込先

　最寄りの保健所

日　　時：12月９日（火）　９時30分～11時00分（午前のみ）
　　　　　※時間はお一人20分程度です。

　　　　　※申込みは不要です。実施時間内にお越しください。

場　　所： 　甲良町保健福祉センター　正面玄関前

献血基準：年齢16歳から69歳の方

　　　　　※献血日の前３日間に服薬、抜歯等された方は医師の判断でできない場合があります。

　　　　　　（薬の種類によっては、当日服用されていても献血できる場合もあります。）

　　　　　※65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までの間に献血経験のある方に限られます。

　　　　　体重　男性　45㎏以上

　　　　　　　　女性　40㎏以上

☆献血にご協力いただいた方の血液検査の結果は、後日希望された方にのみ郵送します。

　歯ブラシは毛先が開いたら交換時期です。

　毛先が開いていると歯垢はほとんど落とせず、歯磨きの

効率が下がります。

　甲良町では、令和７年８月から、指定歯科医療機関において

無料で歯の健康診査を実施しています。対象は、令和７年度

中に20歳30歳40歳50歳60歳70歳になられる方です。

案内通知が届いた方は、ぜひこの機会にご自分の歯の健康

状態をご確認ください。
毛先が広がると清掃能力は62.9%まで低下

毎月８日は「歯ブラシ交換デー」です。
皆さん、歯ブラシはいつ交換していますか？

原子爆弾被爆者二世の健康診断の実施について

献血にご協力ください!!

11月８日は「いい歯の日」
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

実施日　令和７年11月15日（土）
　　　　小雨決行。延期はしません。

　　　　台風等の悪天候で中止の場合は午前７時頃に防災無線で連絡します。

時　間　※混雑を避けるため搬入時間を分けています。

　　　　　　①東学区の方搬入  →  ８：00～９：30　　　②西学区の方搬入  →  ９：30～11：00

※近隣の方や通行車両に迷惑をかけないよう、時間を守ってください。

※早朝から並ぶことはおやめください。

※搬入時は混雑することがありますが、ゆずりあいと交通安全を心がけ、会場内の誘導に従ってください。お守

りいただけず誘導員等に危険が及ぶようでしたら、回収事業そのものを中止します。

場　所　甲良町公民館前駐車場、職員用駐車場

　　　　　☆搬入方法　　駐車場内の各分別場所へお出しください。

【回収できるもの】

〇家庭で発生する古着や陶器、ガラス等を回収します。

①古着類：そのまま着られる古着（洋服・和服）、タオル、タオルケット

②くつ類：くつ、長靴、ぞうり、サンダル、ブーツ（いずれも左右そろっていること）

③カバン類　④ぬいぐるみ　⑤毛布　⑥座布団　⑦ガラス　⑧スプレー缶（中身を使い切ったもの）

⑨陶器類・瓦・レンガくず・ブロックくず・タイルくず・コンクリート破片の回収も実施します。

※⑨は20㎝程度に小割りして搬入してください。大きいものは受入できません。

※漬物石（コンクリート製以外）や石臼など、石類は受入できません。

※陶器類については、コンテナ投入の際に梱包や箱、袋から取り出してください。袋等は必ずお持ち帰りください。

【回収できないもの】

〇事業所から出るごみは「産業廃棄物」ですので受入できません。

　また、解体により発生するガレキ類等も同じく事業者からの持込（事業所名の入ったダンプや軽トラック等による

持込含む）はお断りします。

〇次のものは回収できません。

①汚れがひどいものやカビの生えたものなどリサイクルできない（そのまま着られない、使えない）古着類・くつ類・

カバン類

②ふとん（住民人権課へ申し込みのうえリバースセンターへ。（有料））

③シーツ（布団とセットでリバースセンターへ持ち込むか、50㎝四方以下に切って燃やせるごみへ。）

④枕（50㎝以下なら燃やせるごみで。それ以上の大きさのものは小さく切って燃やせるごみに出すか、③と同じく申請

してリバースセンターへ持ち込みを。）

⑤ビーズクッション（中身を出し外の布は50㎝四方以下に切って燃やせるごみへ。中身は飛び散らないように２重の

袋などに入れて燃やせるごみへ。）

⑥家具類のガラス（枠等から外して「ガラスのみ」

であれば回収可能。はずしたあとの枠等は材質・

大きさによって燃やせるごみや燃えないごみ、

粗大ごみ等へ。）

⑨キャスター付きのカバン、スーツケース、アタッ

シュケース、ランドセルは粗大ごみへ。

⑩マットレスは粗大ごみ（スプリングなしはリバー

スセンターへ持ち込み可能。）

⑪塗料やオイル等のスプレー缶（販売店等で引き

取り。）

【お　願　い】

・古着・くつ・カバンはそれぞれ中身が見える袋に

種類ごとに分けて出してください。　

拠点避難場所

甲良町公民館

甲良町役場

甲良町役場

庁舎別館

拠点避難場所

甲良町公民館

甲良町役場

甲良町役場

庁舎別館

ガ
ラ
ス

ス
プ
レ
ー
缶

瓦
礫
類

～古着等回収のお知らせ～
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

（注）粗大ごみとして収集できないごみ
　家電４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機）

〇自動車・バイク・タイヤ・タイヤホイール・ガスボンベ等危険物・消火器・畳・じゅうたん・ふとん・

育苗箱・あぜ波・農機具（トラクター・コンバインなど）・液体ペンキ等やそれに準じるもの

※建設業や製造業など事業活動によるごみは産業廃棄物ですので、回収できません。

　非金属ごみ収集の際は収集場所が木質類、その他(プラスチック類等)、特殊混合物に分かれています。金属

ごみ収集の際は金属類と家電類に分かれていますので、分別して排出してください。分別がされていない場合

は回収できない事があります。

当日午前８時までに排出してください。当日以外の排出は絶対にやめてください。

※なお、字によって、搬入時間など決められている場合にはその指示に従ってお出しください。

◎収集できるごみ（一般の家庭から出るごみ）

１．金属ごみ・小型家電の種類　　※家電４品目は絶対に出さないでください（下記参照）。

①金　属　類（例：自転車・一輪車・鉄パイプ・トタン・フェンス・金属製衣装箱・金属製本棚・

ゴルフクラブ（アイアン）など）

②家　電　類（例：電話機・携帯電話・ラジオ・DVDレコーダー・パソコン・プリンター・炊飯器・

電子レンジ・扇風機・電気カーペット・電気毛布・ドライヤー・マッサージチェア・

ランニングマシンなど）

２．非金属ごみの種類

　　①木　質　類（例：家具類・机・椅子・タンス・建具など※ガラス等は取り外してください）

　　②そ　の　他（例：プラスチック類・玩具・クッション・キャスター付カバン・ゴルフバッグなど）

　　③特殊混合物（例：ソファー・座椅子・スプリングありのマットレス・チャイルドシートなど）

◎日　　時 

◎収集場所

字　名

金属製粗大ごみ・小型家電

集　積　場　所

在　　　士

下　之　郷

尼　　　子

呉　　　竹

小　川　原

北　　　落

金　　　屋

在士草の根ハウス前

下之郷スポーツ公園前駐車場

甲良西小学校西側駐車場

呉竹センター第3駐車場

ファミリーステーション甲良駐車場

北落農機具格納庫前

金屋農業組合倉庫前

非金属製粗大ごみ

字　名 集　積　場　所

正　楽　寺

池　　　寺

長　寺　東

長　寺　西

法　養　寺

横　　　関

正楽寺草の根ハウス前

池寺農業組合格納庫前

長寺東農機具格納庫前

老人憩いの家東側駐車場

法養寺農業倉庫格納庫前

横関農業組合倉庫前

在士・下之郷・小川原

尼子・呉竹

北落・長寺西

金屋・正楽寺・池寺

長寺東・法養寺・横関

令和７年11月01日（土）

令和７年11月15日（土）

令和７年11月22日（土）

令和７年11月29日（土）

令和７年11月01日（土）

令和７年11月15日（土）

令和７年11月22日（土）

令和７年11月29日（土）

尼子・呉竹

在士・下之郷・小川原

金屋・正楽寺・池寺

長寺東・法養寺・横関

北落・長寺西

粗大ごみ拠点収集の日程について
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【問合先】　滋賀県行政書士会彦根支部　副支部長　平尾　☎080-3069-5234

【問合先】　滋賀新卒応援ハローワーク　☎077-563-0301

【問合先】　総務課　　　　　　　　　　　　　☎38−3311

総務省　滋賀　行政相談センター　☎077−523−1100

令和７年12月19日（金）

令和８年 ２月20日（金）

13：00～15：00

13：00～15：00

　国の行政などへの苦情や意見・要望について、ボランティアの行政相談委員が公平・中立の立場

からお話しを伺い、解決のお手伝いをするものです。

　国の事務について「どこに相談したら良いか分からない」など困ったときはご利用ください。

ご利用は無料・予約不要・秘密厳守です

１．相　談　日：

（１）令和７年12月４日（木）

（２）令和８年 ２月５日（木）

２．時　　間：いずれも10時～12時

３．受付場所：甲良町役場　総務課

　県内企業約40社が参加する合同企業説明会を開催します。参加無料、

当日参加ＯＫ、服装自由です。詳しくはしがジョブパークHPへ。

https://shigajobpark.jp/setsumeikai/

●日時　令和７年12月３日（水）　10時30分～15時50分

●場所　キラリエ草津６階（草津市大路２丁目1-35）

●対象　大学等卒業予定者、35歳未満の若年求職者など

開催日時

受付場所　甲良町役場　総務課

相談内容　相続手続き全般（遺言書の書き方・遺産分割協議書の作成等）・許認可手続き等

※事前に相談内容をお知らせいただければ、より的確なご返答が行えます。

総務省の行政相談について

しがジョブフェア2025　冬

滋賀県行政書士会による無料相談会を開催します︕
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【問合先】　彦根市スポーツ部スポーツ振興課　☎22-5955

【問合先】　彦根青年会議所　☎22−7522

　子どもから大人まで誰もが楽しめるスポーツと文化の体験イベント「まちなか交流フェスタ」を

開催します！どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。

日　時：令和７年11月16日（日）９：30～16：00

場　所：・プロシードアリーナHIKONE 

　　　　　（彦根市小泉町640番地）

・彦根市立城南小学校

　グラウンド・体育館（雨天時のみ使用）

　（彦根市西今町380番地）

参加費：無料

申　込：不要（一部事前予約制）

　　　　　　開催日時

　　　　　　11月９日（日）10：00～17：00　四番町スクエア

　子どもたちがひこねの歴史や文化、仕事を体験しながら学べる事業です。漆喰塗りや木組み、

石鹸づくり、チラシ制作などの体験ブース、キッズ商店街、屋台やステージ発表を通じて、まちの

魅力を五感で楽しめます。親子で参加できる内容も多く、世代を超えてひこねの未来を一緒に考え

るきっかけとなる催しです。

▼イベントの内容や詳細については、

　以下の二次元コードからご確認

　ください。

まちなか交流フェスタが開催されます︕

11月度（事業）例会
～未来へつなごう! みんなのまち、城下町フェス～開催
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【問合先】　地域包括支援センター　☎38−5161

日　時　　2025年11月29日（土）

時　間　　９時30分～11時40分（開場９時）

場　所　　甲良町公民館　２階　多目的ホール

申　込　　事前申し込み　不要

料　金　　参加費　無料

対　象　　甲良町および近郊にお住まいの方　

　　　　　認知症に関心のある方はどなたでもご参加ください。

お問い合わせ先

主　催　　甲良町地域包括支援センター　TEL　0749-38-5161

共　催　　公益財団法人豊郷病院

　　　　　デイサービスセンターけやき　TEL　0749-38-8181

2025（R7）年度

甲良町認知症フォーラム

映画上映会
ぼけますから、
　よろしくお願いします。

～広島県呉市。娘が泣きながら撮った1200日の記録～

2018年に動員20万人を超えた感動の大ヒット作

甲良町認知症フォーラム　映画上映会　
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【問合先】　滋賀県立大学　☎0749-28-8301　E-mail：rikejo@ofｆice.usp.ac.jp

【問合先】　滋賀労働局　賃金室　☎077-522-6654

彦根労働基準監督署　☎0749-22-0654

◎キャリアスキル体験（中高生対象）

　理系の研究を体験できる「キャリアスキル体験」を滋賀県立大学で開催します。モノづくりや

実習、実験などの体験ができます。保護者の見学も可能です。

●日時：11月15日（土）

　・午前の部　10：15～12：30

　　Ａ．組換えタンパク質をとってみよう

　　Ｂ．心音から読み解く人体のふしぎ―聴診でさぐる循環の世界―

　　Ｃ．クリーンルームに入って半導体プロセスを体験しよう

　・午後の部　13：15～15：30

　　Ｄ．ライントレースロボットを動かしてみよう

　　Ｅ．「おいしく・バランス良く」を実現する非常食を考えよう

　　Ｆ．ペットボトルの材料化学―進化と環境問題・リサイクル―

●場所：滋賀県立大学（彦根市八坂町2500）

●参加無料。詳細・申し込みは、右記二次元コードまたはホームページから

　https://rikeishinro-usp.com/

◎理系の会社を見学できる、職場交流体験もあります！

滋賀県最低賃金は、令和７年10月５日 から、

１時間　1,080 円となります。

　滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者

に適用されます。最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果

たしています｡

（特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。）

● 賃 金 引 き 上 げ の た め の 助 成 金 制 度 の お 問 い 合 わ せ は 、 滋 賀 労 働 局 雇 用 環 境 ・ 均 等 室

（077-523-1190）まで。

目指そう︕
未来を創る理系クリエイター in 滋賀

最低賃金改正のお知らせ
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【問合先】　子育て支援センター　☎38−8003

　子育て支援センターの専門職（社会福祉士・保健師・心理師・保育士・

教師）に子育て・家庭に関する相談ができます。悩みや不安のある方、

気になることがある方、お気軽にご相談ください。

〈対象〉町内にお住まいの方　　　　　★事前申込み不要です。

〈日時〉平日午前９時～午後５時　　　★電話でも受け付けています。

★相談者の情報や相談の内容は

守秘されますので、安心して

ご相談ください。

子育て支援センターにご相談ください

子育て支援
センター 11月は児童虐待防止推進月間です。
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【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38-2744

【問合先】　長寺地域総合センター　☎38-3148

　道の駅せせらぎの里こうら直売所では甲良の美味しいお米や野菜を多く

のお客様に食べていただくため、「野菜」、「果物」、「お米」、「花卉類」

の新規出荷者さんを募集しています。

　町内でお米、果物、花卉類を栽培されている生産者で出荷に興味がある

方、お気軽に道の駅スタッフまでお声掛けください。

　愛情がこもった野菜や果物を道の駅で販売してみませんか？

11月は無休です。（営業時間　９：００～１７：００）

　地域総合センターは、福祉の向上、人権啓発、住民交流の拠点となるコミュニティセンターです。

周辺地域住民との連携を強め、明るく安心で住みよい町づくりをめざしています。

　・無料体力測定会（コグニサイズ教室）　

　８月１日（金）に無料体力測定会を行いました。

　当日は、11名の方が参加されました。

　身体、握力、片足立ち、太もも上げの回数などを

測定しました！

　この機会に、センターで開催している下記教室へも、

是非ご参加ください。

長寺地域総合センターでは、以下の教室を開催しています！

　体操（健美操）教室　　●毎週火曜日10：00～11：30　●参加費１回300円（町内の方）

　コグニサイズ体操教室　●毎週金曜日10：00～11：30　●参加費１回300円（町内の方）

道の駅にお米や野菜を出荷してみませんか︕
～駅長より、最新の情報をお知らせします～

～長寺地域総合センター「ふれあいの館」の紹介～

各種教室は見学(無料)可能です。ぜひお越しください！

詳細は長寺地域総合センターまでお問い合わせください。
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８月に開催したイベントを紹介します！
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由
は
、
犬
上
分
署
に

通
報
を
い
た
だ
い
て
も
、
緊
急

車
両
を
出
動
さ
せ
る
場
合
、
犬
上

分
署
か
ら
再
度
１
１
９
番
を
受
付

す
る
通
信
指
令
課
へ
連
絡
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
た
め
、
出
動
ま
で

に
時
間
を
要
す
る
か
ら
で
す
。

　

救
急
車
の
要
請
が
必
要
か
ど
う

か
分
か
ら
な
い
時
は
、
10
月
１
日

か
ら
開
始
さ
れ
た
救
急
電
話
相
談

｟
＃
７
１
１
９
｠
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
。
直
接
看
護
師
等
か
ら
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

小
児
に
関
す
る
電
話
相
談
は

小
児
救
急
電
話
相
談
｟
♯
８
０

０
０
｠
。

　

ま
た
、
受
診
で
き
る
病
院
が

分
か
ら
な
い
場
合
は
、
医
療

ネ
ッ
ト
滋
賀
｟
０
７
４
９－

２
３

－

３
７
９
９
｠
を
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

秋
季
火
災
予
防
運
動
｟
11
月
９
日
～
15
日
｠

「
急
ぐ
日
も
　
足
止
め
火
を
と
め
　
準
備
よ
し
」

　

彦
根
市
消
防
長
賞
作
品
は
、
秋
季
火
災
予
防

運
動
ポ
ス
タ
ー
原
画
に
採
用
し
ま
し
た
。

　

彦
根
防
火
保
安
協
会
会
長
賞
作
品
は
、
春
季
火
災

予
防
運
動
ポ
ス
タ
ー
原
画
に
採
用
い
た
し
ま
す
。

消防だより
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【問合先】　住民人権課　　　　　　　　　　　　　☎38−5063

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課　　☎077−528−3471

公益社団法人滋賀県生活環境事業協会　☎077−535−9210

保守点検・清掃・法定検査保守点検・清掃・法定検査が

法律で義務付けられています
　浄化槽が適正に維持管理されていないと浄化されていない汚れた水が流れ、側溝や川

などの水の汚れや悪臭の原因になります。

　保守点検・清掃・法定検査を行い浄化槽は適正に維持管理しましょう！

・浄化槽内の汚泥の引抜き、装置・機器

の洗浄・掃除などを行います

・年１回以上（処理方式等により

異なります）

・清掃業者については市町にお問い

合わせください

・保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているか

など、総合的に検査を行います

・毎年１回

・指定検査機関に依頼してください

　※検査の申し込み方法については右の二次元コードからご確認いただけます

・10人槽以下の浄化槽は効率化方式での検査対象となりますので、保守点検

業者に相談してください

　適切な維持管理がされていない場合は、市町から保守点検・清掃の実施、

法定検査の受検をしていただくよう指導助言を行います。

・装置・機器の点検、調整、修理の実施

および消毒剤の補充などを行います

・年３回以上（処理方式等により

異なります）

・保 守 点 検 業 者 に 依 頼 し て く だ

さい

浄化槽を

お使いの皆さま

（浄化槽管理者）

滋賀県浄化槽適正処理促進協議会
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課

県内各市町浄化槽関係担当課

滋賀県環境整備事業協同組合

公益社団法人滋賀県生活環境事業協会

（公社）滋賀県
生活環境事業
協会HP

指導助言（行政機関）

清掃

法定検査

保守点検清掃（清掃業者）

法定検査
（指定検査機関：（公社）滋賀県生活環境事業協会）

保守点検（保守点検業者）

浄化槽をお使いの皆さまへ
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【問合先】　住民人権課　　　　　　　　　　　　　☎38−5063

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課　　☎077−528−3471

公益社団法人滋賀県生活環境事業協会　☎077−535−9210

浄化槽をお使いの皆さまへ

19
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各種届出

浄化槽の正しい使い方

浄化槽の電源は切らないよう
にしてください（微生物が働
いています）。

トイレにはトイレットペーパー
以外流さないでください。

便器の清掃はできるだけ浄化
槽専用洗剤を使用してください。

台所から野菜クズや食用油な
どを流さないでください。

一度に多量の水を流さないよ
うにしましょう（浄化する
時間が短くなり、
十分に浄化でき
なくなります）。

次の場合は届出が必要です。詳しくはお住まいの

市町の浄化槽関係担当課にお問い合わせください。

◆新しい浄化槽を設置する

・浄化槽設置届出書　・浄化槽工事完了報告書

・浄化槽使用開始報告書

◆転居等により浄化槽を使用休止・使用再開する

・浄化槽使用休止（再開）届出書　等

◆下水道への接続や建物の撤去に伴い浄化槽の使

用を廃止する

・浄化槽使用廃止届出書

◆相続・売買等により浄化槽管理者（所有者）に

変更があった

・浄化槽管理者変更報告書

指導助言
浄化槽法に基づく保守点検・清掃・法定検査が実施されて

いない場合、市町から指導助言を行っています。

指導助言の内容に適切に対応いただかない場合、保守

点検・清掃を実施されないと６月以下の懲役または

100万円以下の罰金が、法定検査を受検されないと

30万円以下の過料が科せられます。

浄化槽は

「生き物」です！

浄化機能を十分に発揮させるため

正しい使い方を守りましょう

洗剤は適量を守って使用しま
しょう。

浄化槽の上にものを置かな
いでください。

稼　働　浄　化　槽

（浄化槽台帳）

浄化槽を所有（管理）する人の氏名および管理の状況等を把握

管理浄化槽（保守点検・
清掃・法定検査を実施）

（市町長）

保守点検・清掃の実施、法定検査の受検をしていただく
よう指導助言

未管理の浄化槽



【問合先】　企画監理課　空家担当　☎38-5061

物件番号 20250701-2

所在地
用途
区分

賃料・価格等

交通等

公共施設等

建物
建物面積
土地

設備

付帯設備等
修繕の必要性

特記事項
（自治会要望）

構造 木造瓦葺２階建（1F　116.67㎡　2F　76.25㎡　計192.92㎡）

下水道
風呂

引込あり　前面道路　VU200
個別プロパン

建築時期

自治会費［（協議費10,000円＋（18歳以上２人目から１名）3,000円、道路生活費（協議費の40％）］/
年間の支払いをお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入居年はいただきません。翌年よりお願い致します。）
年に数回除草作業、排水路作業に参加願います。
自治会の各組に所属していただき種々の活動に参加していただきます。（例、避難訓練、上記奉仕作業等）

甲良町役場まで
図書館
保育所
小学校
消防署
金融機関

地区公民館まで
病院
中学校
駐在所
コンビニ
スーパー

約0.9km
約1.8km
約2.3km
約1.0km
約1.1km
約1.1km

約0.1km
約0.5km
約0.6km
約1.7km
約1.2km
約1.1km

空家＋宅地+山林＋畑

ー
売買

売却価格 444万円
売買・賃貸

月額賃料

甲良町

近江鉄道（尼子駅）
バス

上記プラス別棟　109.85㎡
316.79㎡　201.65㎡　23.70㎡　計542.14㎡　163.99坪

一部未登記あり　残置物あり・空中に電線あり
再建築の際セットバック必要　残置物あり

上水道　引込あり　前面道路HIVP100　引込13ｍｍ

約1.9km

不詳

　当町の空家・空地バンク情報登録制度では物件のある地区に最初に回覧させていただいておりま

すので、広報誌発行時点で売却契約が成立している場合があります。

甲良町空家・空地バンク　新着物件 30
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【問合先】　企画監理課　空家担当　☎38-5061

２Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

1Ｆ

№

№ ②

和室

№ ③

脱衣場

№ ④

トイレ

①

建物正面

№ ⑤

風呂

№ ⑥

キッチン
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【問合先】 住民人権課 ☎38-5063

【問合先】　温水プール・香良の湯　☎38-5155

温水プール・香良の湯カレンダー
利用案内　http://www.tac-sports.co.jp/koura-pool/　＊営業日・営業時間等詳しくは、問合せ先までご連絡ください

3

10

17

24

31

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

４

11

18

25

日 土月 火 水 木
5

12

19

26

6

13

20

27

金
1

8

15

22
29

7

14

21

28

教室日

教室日

教室日

教室日

休館日

休館日

休館日

休館日

年末年始休館

2

9

16

23

30

12月 お風呂・プール

※12月27日（土）の教室は休講
※12月29日（月）～１月３日（土）は年末年始休館

3

10

17

24

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

４

11

18

25

日 土月 火 水 木

5

12

19

26

6

13

20

27

金
1

8

15

22

29

7

14

21

28

教室日

教室日

教室日

教室日

休館日

休館日

休館日

休館日

2

9

16

23

30

11月 お風呂・プール

※11月29日（土）は12月の１回目練習

　いじめ、家庭内・隣近所の
トラブル、その他人権に関わる
ことでお悩みの方は、お気軽に
ご相談ください。
※相談は無料で秘密は固く守ら

れます。
　予約は不要です。

11月10日（月）・12月８日（月）

13：30～15：30

保健福祉センター１階　相談室

人権なんでも
相談日

【営業時間のご案内】

・温水プール

　受付時間　12：45～20：30

　　　　　　（日曜日は19：30まで）

　遊泳時間　13：00～21：00

　　　　　　（日曜日は20：00まで）

・香良の湯

　受付時間　12：45～20：00

　入浴時間　13：00～

　　　　　　（閉場時間20：30）　

〇骨密度測定・野菜摂取度測定会＆健康相談会測定会開催！

　滋賀県国民健康保険団体連合会にご協力いただき、保険師による健康相談会と健康測定会（骨密度測定、

野菜摂取度測定会）を開催します。

・開催日時：令和７年11月19日（水）13：00～17：00（最終受付：16：00）

・開催場所：香良の湯　２階　娯楽室

・費　　用：無料

・参加方法：直接、開催場所までご参加ください。※予約制でないため、混雑時はお待ち願います。

〇甲良町温水プールの利用について

・甲良町在住の65歳の方は施設をお得にご利用いただけます！

①プールの利用料金が一般（大人）の半額、１回、250円（一般500円）でご利用いただけます。

② 毎週金曜日、65歳以上の方は香良の湯を無料でご利用いただけます。

※年齢・住所の分かる公的証明書（免許証等）を提示ください。

・プール無料レッスン開催！（16歳以上対象）※施設利用料は必要となります。

①らくらくウォーキング　水曜　13：15～13：35

泳げない方にも安心！水中ウォーキングで足腰の筋力アップと脂肪燃焼を図ります！

②かんたん水泳　　　　　金曜　13：15～13：35

クロールを初めて習う方や苦手な方、きれいに泳ぎたい方にもわかりやすく丁寧に指導します。

【11月スタンプカードイベント】※状況により内容が変更となる場合がございます。

◇温水プール

①ポイント２倍デイ　19：00以降入館の方（全営業日）  

ポイント３倍デイ   20：00以降入館の方（月・水・木・金）

②日曜日・祝日（11月3日（月）、24日（月））ファミリーデイ

日曜・祝日に２名以上のファミリー（大人＋こども）利用の方にお菓子をプレゼント。

11月の日曜・祝日も浮き輪が使えますよ！

◇香良の湯

　ポイント２倍デイ

11月は０の付く日（10日、20日、30日）と26日（風呂の日）
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【問合先】　クリーンライフ湖東　☎35-5205

日（曜日） 午前/集落 午後/集落

呉竹①

小川原①

小川原①

尼子①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

正楽寺①・法養寺①③

長寺①

―

下之郷①②

北落①・在士①②③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

金屋①②③・横関①

小川原②・長寺②

呉竹②③

尼子②

定　　休　　日

定　　休　　日

―

池寺①②③

―

長寺③　

―

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

呉竹①

小川原①

不　　定　　期

尼子①

―

定　　休　　日

定　　休　　日

正楽寺①・法養寺①③

長寺①

―

不　　定　　期

北落①・在士①②③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

金屋①②③・横関①

小川原②・長寺②

呉竹②③

尼子②

定　　休　　日

定　　休　　日

―

池寺①②③

―

不　　定　　期

―

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。

※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。

※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。

　①は１か月に１回、②は２か月に１回、③は３か月に１回でのお申込みを表し、「呉竹①」とある場合は

１か月に１回で申込みいただいた呉竹のお宅を収集させていただきます。

　なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。

※１月に２回でお申込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を１回目の15日後（２～

３日は前後します）に収集させていただきます。

※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。

甲良町　し尿収集カレンダー【令和７年12月】
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「広報こうら」・「ホームページ」への有料広告募集中「広報こうら」・「ホームページ」への有料広告募集中

【問合先】　保健福祉課　☎38-3314

11月後半分（会場：保健福祉センター）

健診・相談には、体温測定のうえご来場ください。
発熱、だるさ、咳などの症状のある方は参加を控えていただきますよう、感染防止対策にご協力をお願いします。

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

15歳以上
　 ～65歳未満総人口 ０～15歳未満 65歳以上

331

267

598

1,758

1,694

3,452

976

1,293

2,269

世帯数

男

女

合　計

3,065

3,254

6,319

2,689

＜－  4＞

＜－  9＞

＜－13＞

＜－2＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　
高齢化率とは65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

ひとのうごき
＜  ＞内は前月との比較

Ｒ７.10.１現在

35.91%

12月前半分（会場：保健福祉センター）

9：30～10：00

9：30～11：30

13：00～13：20

13：00～13：20

10：00～11：30

20日(木)

25日(火)

２歳６か月健診

献血

26日(水)

26日(水)

27日(木)

乳児健診４か月

乳児健診10か月

こころの健康相談

16歳から69歳の健康な方
※65歳以上の方は60～64歳に献血

経験のある方に限ります。

令和５年３月、４月生まれの児
前回受けられていない児

特になし

令和７年１月生まれの児
前回受けられていない児

令和７年７月生まれの児
前回受けられていない児

こころの健康状態に不安をお持ちの方  
(予約制)保健師が対応いたします。

母子健康手帳・質問票
 写真(広報への掲載希望者)

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

9:30～11:00
予約制

13：30～15：00

８日(月)

12日(金)

子どもの健康、食生活、予防接種等に
関する相談を行います。

こころの健康状態に不安をお持ちの方  
(予約制)保健師が対応いたします。

母子健康手帳

特になし

献血カード
初めての方は保険証や

運転免許証等の身分証明

母子健康手帳・質問票
ささやき声アンケート

歯ブラシ、コップ

13：00～13：30３日(水)

すこやか相談

こころの健康相談

３歳６か月健診
令和４年４月、５月生まれの児
前回受けられていない児

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

歯ブラシ、コップ

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物対　象　の　方　（児）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物対　象　の　方　（児）

　本町では財源の確保を図るため、「広報こうら」・「ホーム

ページ」に掲載する有料広告を随時募集しております。

　あなたのお店や会社の情報を、広報誌やホームページに

掲載してみませんか？

　詳細はホームページにてご確認いただくか、企画監理課

（☎38-5061）までお気軽にお問い合わせください。

広報こうらは再生紙を使用しています。
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2025年（令和７年）11月号
通巻第563号

TEL.0749ｰ38ｰ5061
FAX.0749ｰ38ｰ5072

E-mail：kikaku@town.koura.lg.jp
HP ： http://www.kouratown.jp/

発行／甲良町企画監理課
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地１
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